
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□2 月、3 月決算法人の方は、賞与等決算の対策の準

備をして下さい。 

□今月の祝日は、11 日（日）が建国記念の日のため、

12日（月）が振替休日となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□平成 29年分所得税確定申告・納税の開始です。 

2月 16日(金)～3月 15日(木)まで 

※振替納税をご利用の方は、4月 20日(金)が振替日

になります。 

□平成 29年分贈与税申告・納税の開始です。 

2月 1日(木)～3月 15日(木)まで 

□個人事業者の平成 29 年分消費税・地方消費税の確

定申告・納税の開始です。 3月 31日(金)まで 

※振替納税をご利用の方は、4月 25日(水)が振替日

になります。 

□ 固定資産税（都市計画税）の第 4 期分の納付期限

月です。 2月 28日(水)まで 

 

着眼点  「性格力」について 

税理士 田中 彰 
新年を迎えたばかりと思いきや、すでに 2月に突入！時の流れの速さに驚愕します。 

今年の当事務所開きの日に、所員皆に今年の抱負を発表させたところ、私としては全員から前

向きな展望が聞けると期待をしていましたが、中にはそうではない展望を述べる者もおりました。

「人の性格は色々だな」と思っていたところ、興味深い新聞記事に出会いました。 

 慶応大学教授 鶴光太郎教授の人生 100 年伸ばせ「性格力」（日経新聞 2018．1．15 経済教室）

の記事です。ポイントは３つ。①性格スキルは AIにも代替されない能力 ②「真面目さ」が仕事

の成果や所得にも影響 ③幼児期だけでなく成人後も伸ばせる余地 というものです。 

 単なる知識の蓄積とその引き出しだけでは高度な仕事にみえても将来的には AI（人工知能）に

代替されると言われています。しかし、それにも代替されないものが心理学や経済学で「非認知

能力」と呼ばれてきた「性格スキル」だと先生は説明されます。心理学では 5 つの因子（ビッグ

ファイブ）に分解できることが合意となっています。 

 ビッグファイブとは、「開放性」（好奇心や審美眼）、「真面目さ」（目標と規律を持って粘り強く

やり抜く資質）、「外向性」（社交性や積極性）、「協調性」（思いやりや優しさ）、「精神的安定性」

（不安や衝動が少ない資質）の 5 つですが、とりわけ「真面目さ」が職業人生に大きな影響を与

えることがわかっているそうです。 

 鶴先生の研究によると「真面目さ」の代理変数である高校時の無遅刻は、その後の学歴を高め、

今月の経営チェックポイント✓ 納税期限スケジュール 

 



初職および現職で正社員になりやすいことを示したそうです。さらに行動経済学で著名な大阪大

学の大竹文雄教授の調査によれば男性の場合、「真面目さ」が年間所得を高めることも示したそう

です。 

 最後に重要なことは研究の結果、性格スキルが賃金に及ぼす影響の大きさは対象者の学歴の違

いとあまり関係がないことも明らかにされているということです。また性格スキルはビッグファ

イブの内容に違いはあるものの全般的には年齢に関係なく改善したり伸ばしたりすることができ

るとの結果も出ているそうです。人生 100年、伸ばせ「性格力」です。 

 

 医療費控除のポイント！ 

 所得税確定申告の時期になりました。給与所得者の方の所得控除は年末調整でできますが、医

療費控除は確定申告でなければ控除できません。医療費控除と言うと支払った医療費が戻ってく

るものと勘違いされる方がいますが、支払った所得税の還付を受けることになります。生計一家

族全員の医療費の合計額が 10万円以上（その年の所得金額が 200万円未満の方は 5％の金額）の

場合医療費控除が受けられます。但し、入院、手術給付金、高額療養費等の医療費の補填を受け

た場合は補填を受けた金額を差し引いた金額になります。通院の際の交通費は公共機関やタクシ

ー代（必要な場合）が医療費として認められます。予防接種や健康診断、人間ドックの費用は認

められませんが、その健診で病気が発覚し治療を開始した場合は健診費用も医療費として認めら

れます。風邪薬などの市販薬でも認められるものもありますので、一応年末まで領収証は保管し

ておいた方がいいですね。 

（文責：田中 恵子） 

 

 障害者法定雇用率の引き上げ 

平成 30年 4月 1日から障害者の法定雇用率が引き上げられます。 

事業主区分 法定雇用率 

現行 平成 30年 4月 1日以降 

民間企業 2.0％ 2.2％ 

注意点① 対象となる事業主の範囲が、従業員 45.5人以上に広がります。 

障害者を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲が、従業員 50人以上から 45.5人以

上に変わるため、従業員 45.5人以上 50人未満の事業主の皆さまは特にご注意ください。毎年

6月 1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告しなければなりません。 

注意点② 平成 33年 4月までには、更に 0.1％引き上げとなります。 

民間企業の法定雇用率は 2.3％になります。 

（文責：田中 ひとみ） 

 

 


